
きる費用の額以内で対応できない場合は、事前に厚生労働大臣に協議すること。  

ただし、法による障害物の除去は、（2）のイのとおり、被災前の状態に戻すいわゆる  

現状復旧は勿論、災害による住宅の損害を補填するような性格は全くないので、原則と  

して、その場所は被災者が起居する日常生活に不可欠な最低限必要な場所に、また、そ  

の程度は主要な障害物を除去するにとどめること。   

ウ 法による障害物の除去のため支出できる費用は、機械、器具等の借上費又は購入費、  

輸送費及び貸金職員等雇上費、並びに工事等事務費等一切の経費を含むものである。  

従って、工事関係者を法第24条の規定による従事命令によって従事させた場合の従  

業者の実費弁償の額については、障害物の除去のため支出できる費用の額に含まれるも  

のであることは住宅の応急修理の場合と同様である。   

エ 同一住家（1戸）に2以上の世帯が居住している場合における障害物の除去は、1世  

帯当たりの障害物の除去のため支出できる費用の額以内とすることは住宅の応急修理の  

場合と同様である。  

（5）留意点  

法による障害物の除去については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、都市災害復旧   

事業等、関連施策に留意して実施すること。   

ア 法による障害物の除去は、通常、住家内を対象としているが、原則として敷地内につ  

いては、住家への出入口等で日常生活に支障をきたすもの、また、放置しておくことが  

居住者等の生命に危険を及ぼす可能性のあるものは、実施して差し支えない。  

ただし、道路又は河川等、管理責任者がいる場合は、それら管理責任者が実施すべき  

で、通常、他の制度により実施ができるときには他法他施策を優先させることとなるの  

で、法による救助の対象とならないのが通例である。   

イ 災害による発生したごみ等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等により除去され  

ることとされているが、同法による除去は公衆衛生の維持向上を目的とし、敷地内は占  

有者等が行うこととされているため、これらのものが日常生活に支障をきたす場合、又  

は、身体・生命に危険を及ぼす場合等には、通常、敷地内からの搬出に限り、法による  

障害物の除去の対象となる。  
● ■ ■ －■ 一 ■ ● ■ ■ ■■ ■－ － －■ －■ － 一－ － － － － － － － － －－ －－ － － －■ ■－ － 一 － － － － － － － － － － － － ■－ － － －－ － ■ ■ 一 一・－ ■ ■ － tl－ ■ 一■ 一 ■■ － ■ － － － ● ■  

l  

l  

【参考】阪神・淡路大震災では、廃棄物の処理として、がれきの収集・運搬等に加：  

l   え、特例的に損壊した家屋等の解体についても公費で措置することなどとし、：  

敷地内のがれき等についても措置されたため、法による障害物の除去として：  
l  

敷地内の建物のがれき処理等は行われなかった。  
l  

一一一－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－＿＿＿＿●＿＿＿＿＿●＿＿＿●－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿●＿ ＿＿l  

（6）必要な書類  

法による障害物の除去を実施するに当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を   

整備し、保存しておくこととなっているが、これらの整備等が著しく困難な場合は、でき   

る限りこれらに代わるものを整備保存しておくこと。   

ア 救助実施記録日計票   

イ 障害物の除去の状況   

り 障害物の除去支出関係証拠書類   

エ その他必要な書類、帳簿等  
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11応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費  

（1）法による輸送の例  

法による応急救助を実施するために必要な輸送としては、次に掲げるものが考えられる。  

しかし、災害はその規模・態様が様々であることから、次に掲げる場合に、ここでいう   

輸送を必ず行わなければならないものではなく、また、次に掲げる場合以外であっても、   

十分な救助がなし難い場合は、事前に厚生労働大臣の承認を得て、これを行うことができ  

る。  

ア 被災者の避難のための輸送   

（ア）被災者の避難のための輸送には、避難者自身を避難させるための輸送と、被災者を  

誘導するための要員、資材等の輸送が考えられる。   

（イ）法による救助として実施する輸送は、被災者の生命の安全を図るための輸送に限ら  

れる。  

従って、5の（1）のアの（オ）の救出の場合と同様、ペット、家畜、家財道具等  

の運搬は対象とならない。  

しかしながら、これらの運搬を行わなければ本人の避難等に支障がある場合に、被  

災者全体の避難に支障をきたさない範囲で、併せて実施することを禁じるものではな  

い。   

（ウ）被災者の避難のために必要な要員及び資材等の輸送の費用であるが、避難所設置の  

ための要員及び資材の輸送は、避難所を設置するための経費に含まれているので、特  

別な場合を除き、ここでいう輸送として支出しないこと。  

特別な場合とは、離島のため空輸等が必要な場合、交通が著しく混乱し通常の方法  

での確保が極めて困難な場合等が考えられる。   

（エ）堤防決壊防止のための資材等の運搬等、災害予防及び被害拡大防止のための費用は、  

その効果が避難と同一効果をもたらすものであっても、法による救助ではなく、他の  

制度により費用を負担すべきものであるので、ここでいう輸送に当たらない。  

ただし、法による救助のために運搬した資材等を、緊急やむを得ない場合に、これ  

ら経費について他制度等で負担することを前提とし、これを利用させることを妨げる  

ものではない。   

（オ）警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の行った被災者の輸送等については、特別な事  

情がない限り、それぞれの業務として考えられ、それぞれが負担するのが通常である  

から、原則としてここでいう輸送には当たらないこと。  

ただし、法による救助の一環としてそれぞれの業務を超える範囲の救助に要した経  

費を求償されることはあるので、自衛隊等に派遣要請等を行い、救助に要した経費を  

求償された場合は、厚生労働省と連絡調整を図ること。   

（カ）輸送の対象となる避難は、原則として次のような場合の避難であって、市町村長の  

指示等に従って行われた避難とする。従って、市町村長の指示等に従わずに、住民等  

が勝手に避難した場合の輸送は、原則として、ここでいう輸送には当たらない。  

① 都道府県知事、市町村長又は警察官等により避難命令（勧告）等が発せられた場  

合の避難。  

② 緊急時のために都道府県知事、市町村長又は警察官等による避難命令等が発せら  
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れる暇がなかったが、客観的にみて当然避難を要する状況にある場合の避難。  

（キ）避難を終え、各自が帰宅するときの輸送は、通常、ここでいう輸送に当たらない。  

ただし、災害直後のことでもあり、橋梁の流失、道路の決壊等があって、帰宅しよ  

うにも帰宅することが困難な場合等には、帰宅の輸送も認めて差し支えない。  

イ 医療及び助産のための輸送  

（ア）医療等のための輸送は、救護班では対応できない重篤な患者を病院又は診療所（以  

下、「病院等」という。）へ輸送する場合、又は、救護班を被災地や避難所等へ輸送す  

る場合などの輸送である。  

（イ）救護班の医薬品及び衛生材料等の輸送については、原則として救援物資の輸送とし  

て整理すること。  

（ウ）病院等を退院の際の輸送は、通常、ここでいう輸送に当たらない。  

ただし、傷病が癒えず、重症ではあるが在宅で療養ができるとの診断がなされ、帰  

宅する場合などで、自らの力で帰宅することが著しく困難な場合には、法による輸送  

を行って差し支えない。  

ウ 被災者の救出のための輸送  

（ア）被災者の避難は被災からの予防的な救助であるのに対して、被災者の救出は最も緊  

急度の高い応急的な救助と考えられる。  

避難であるか救出であるかは、被災者の急迫度合いによるものと考えてよいが、そ  

の考え方、手段及び方法はほぼ同一と考えられ、被災者の避難の場合に準じて取り扱  

って差し支えない。  

（イ）法による救助として実施する輸送は、被災者の生命の安全を図るための輸送に限ら  

れ、ペット、家財等の運搬は対象としないが、本人自身の救出に支障をきたすなどの  

場合に、被災者全体の輸送に支障をきたさない範囲内で、併せて実施することを禁じ  

るものではないこと、災害の予防、被害拡大の防止のための費用は、救出と同一の効  

果をもたらすものであっても、ここでいう輸送には当たらないこと、また、警察、消  

防、自衛隊、海上保安庁等が実施した輸送についても、それぞれで負担するのが通常  

であり、原則として、ここでいう輸送に当たらないことは、被災者の避難の場合と同  

様である。  

エ 飲料水の供給のための輸送  

（ア）飲料水の供給のための輸送には、飲料水そのものの輸送と、飲料に適する水を確保  

するための輸送とが考えられ、いずれも飲料水の供給のための輸送として差し支えな  

い。  

（イ）飲料水を確保するための輸送とは、通常の水を飲用に適した水とするために行う各  

種処理に必要な要員、機械、器具及び資材の輸送をさす。  

オ 死体の捜索のための輸送   

死体の捜索のための輸送は、被災者の救出のための輸送と同様に考えて差し支えない。  

カ 死体の処理のための輸送  

（ア）死体の処理のための輸送には、遺体の消毒、縫合、洗浄等の処置及び検案のための   

救護班の輸送、遺体の処理のための衛生材料等の輸送、遺体の発見場所から一時安置   

所までなどの遺体そのものの輸送、並びに遺体を輸送するための要員等の輸送などが  

考えられる。  
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（イ）遺体の安置所設置のための資材及び要員等の輸送については、基準告示に定める遺  

体の一一時保存に要する費用の範囲内に含まれているので、特別の事情がない限り、こ  

こでいう輸送とはならない。   

キ 救援用物資の輸送  

救援用物資とは、被災者に給与する毛布、被服及び日用品等の生活必需品だけでなく、  

食料、学用品、燃料、医薬品、衛生材料及び義指物資等、被災者の応急救助のために直  

接使用されるあらゆる物資の輸送をさす。  

ただし、他の法令等によりその費用が措置される物資については原則として除かれる。  

なお、．次に掲げる資材等については、基準告示に定める各救助を実施するため支出で  

きる費用に通常必要となる額は含まれているので、特別な事情にある場合を除き、対象  

とならない。   

（ア）避難所設置のための資材等   

（イ）応急仮設住宅建築のための資材等   

（ウ）住宅の応急修理のための資材等   

（ェ）埋葬のための棺、壷及び骨箱   

（オ）死体の一時保存のための資材等   

（カ）障害物の除去のための資材等  

（2）法による賃金職員等の例  

法による応急救助を実施するために必要な賃金職員等としては、次に掲げるものが考え   

られる。  

しかし、災害はその規模、態様が様々であることから、次に掲げる場合に、賃金職員等   

の雇い上げを必ず行わなければならないものではなく、また、次に掲げる場合以外であっ   

ても、十分な救助がなし難い場合は、事前に厚生労働大臣の承認を得て、これを行うこと。   

ア 被災者の避難のために必要な賃金職員等   

（ア）避難の誘導等は、通常、地方自治体職員等（消防又は警察関係職員等を含む。）を中  

心として、地域住民の協力の下に行うことが原則であり、災害の突発性を考えたとき  

には、これらの要員を賃金職員等で雇い上げて対応することは至難のことと考えられ  

るが、多数の被災者を避難させるためなど、何らかの事情により地方自治体職員等で  

は十分な誘導ができない場合、誘導のための要員を賃金職員等として雇い上げること  

ができる。   

（イ）法による救助として実施する避難は、被災者の生命の安全を図るための避難に限ら  

れ、ペット、家畜、家財道具等の運搬は対象としないが、これらの運搬を行わなけれ  

ば本人自身の救助に支障をきたし、被災者全体の避難に支障をきたさない限りは、併  

せて実施することを禁じるものではないのは前述の通りであるが、これを実施するた  

めに特別に賃金職員等を雇い上げることは、原則として認められない。   

（ウ）避難所の設置及び維持管理のための要員は、避難所を設置するための経費に含まれ  

ているので、特別な事情がある場合を除き、ここでいう賃金職員等として支出しない  

こと。  

特別な事情がある場合とは、例えば、被害が甚大などの理由により、警察、地方自  

治体職員等（学校教職員を含む。）の要員が不足し、また、人心も定まらず騒擾のおそ  

れなどがあり、自治組織、警察、地方自治体職員等（学校教職員を含む。）のみで避難  
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所の治安を維持することが困難なため、警察等にあたる職員を雇い上げることが必要  

な場合等が考えられる。  

ごれらの場合に、法による避難所設置のため支出できる費用の範囲を超え、特別に  

貸金職員等を雇い上げる場合は厚生労働大臣に協議する必要がある。  

（エ）被災者の避難のための輸送の場合と同様に、災害の予防、被害拡大の防止のための  

費用は、ここでいう被災者の避難のために必要な賃金職員等には当たらない。  

ただし、災害の予防、被害拡大防止のため、法による救助のための貸金職員等を当  

該業務に従事させることを妨げるものではないが、費用の負担については、業務時間  

の割合等で負担すべきである。  

（オ）被災者の避難のための輸送の場合と同様に、原則として警察、消防、自衛隊、海上  

保安庁等の直接救出作業に関係ある官公庁等が行った救助等については、ここでいう  

被災者の避難のために必要な賃金職員等には当たらない。  

ただし、輸送の場合と同様に、これら業務の範囲を超えた救助に対して求償がなさ  

れた場合は、厚生労働省と連絡調整を図ること。  

（カ）被災者の避難のために必要な賃金職員等とは、避難を命じた市町村長等が、そのた  

めに雇い上げた賃金職員等に限られ、個々人が避難したときに当該個々人が任意に雇  

った人員等は、原則として、ここでいう賃金職員等には当たらない。  

（キ）避難を終え、各自が帰宅する場合の取扱いは、被災者の避難のための輸送の場合と  

同様である。  

イ 炊出しその他による食品の給与のために必要な賃金職員等  

（ア）炊出しその他による食品の給与のために必要な貸金職員等については、被災者や地  

域住民の相互扶助を中心に、地方自治体職員、ボランティア等の協力により行われる  

のが通常であるので、特別な事情にない限りは必要ないと考えられる。  

（イ）特別な事情がある場合には、例えば、ボランティア等への炊き出し等が必要で、こ  

れに要する経費を救助事務費として計上できないため、厚生労働大臣に協議し、賃金  

職員等雇上費として支出する場合等が考えられる。  

ウ 飲料水の供給のために必要な賃金職員等  

（ア）飲料水の供給のために必要な貸金職員等には、飲料水そのものの輸送及び配分等と、  

飲用に適する水を確保するために必要な要員が考えられるが、いずれも飲料水の供給  

のために必要な賃金職員等と考えて差し支えない。  

（イ）飲料水を確保するために必要な人員とは、通常の水を飲用に適した水とするために  

行う各種処理を行うために必要な人員をいうこと。  

エ 医療及び助産のために必要な貸金職員等  

（ア）救護班で対応できない重篤な患者を運ぶ場合は、警察、消防、自衛隊及び地域住民  

等で実施すると考えられ、警察、消防及び自衛隊が実施した場合の費用は、通常、そ  

れぞれで負担することが原則となると考えられる。  

しかしながら、これらだけでは十分な救助がなし難い場合等に、医療及び助産のた  

めに必要な賃金職員等として、重篤な患者を運ぶ者を雇い上げる場合が考えられる。  

（イ）救護班の医師、看護婦及び薬剤師については、公立病院又は日本赤十字社等より派   

遣を受け、編成することとしているが、これらだけでは十分な医療スタッフを得られ  

ない場合に、その他の医療機関から必要な要員を雇い上げることが考えられる。  
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また、救護班の事務を行う者又は被災地や避難所等へ医療班を輸送する運転手等に  

ついては、官公署、公立病院又は日本赤十字社等の職員等が行うと考えられるが、こ  

れらだけでは十分な救助がなし難い場合に、医療及び助産のために必要な賃金職員等  

として、救護班の事務を行う者、被災地や避難所等へ救護班を輸送する運転手等を雇  

い上げる場合が考えられる。  

（ウ）救護班のスタッフに係る費用は、官公署及び公立病院等の職員等については、時間  

外勤務手当等について救助事務費で、日本赤十字社の職員については法第34条の規  

定に基づく補償で対応することとなっており、その他の場合に限り、ここでいう賃金  

職員雇上費の対象となる。  

ただし、賃金職員等として雇い上げた者の業務上の傷病又は死亡時の補償等は、雇  

い上げた都道府県の責任により当該都道府県の定めるところにより措置されることと  

なり、．医師、看護師及び薬剤師については、法第24条に基づく従事命令の場合と異  

なり法第29条に定める扶助金の対象とならないことから、これら補償等の問題に特  

段の支障がないよう配慮して雇い上げること。  

なお、医師、看護師及び薬剤師については、必要な職員を雇い上げることができな  

い場合であって、このため十分な救助がなし難い場合に限り、法第24条に基づく従  

事・命令により要員を確保することもやむを得ないものである。  

（エ）退院の際の帰宅する場合等の取扱いは、医療及び助産のための輸送の場合と同様であ  

る。  

オ 被災者の救出のために必要な賃金職員等  

（ア）被災者の救出についての考え方、被災者の避難であるか、救出であるか等は、被災  

者の救出のための輸送の場合と同様であり、その考え方、手段及び方法は被災者の避  

難のための輸送の場合と同様とする。  

（イ）法による救出は、被災者の生命の安全を図るための救出に限られ、例外的に本人自  

身の救出に支障をきたすなどの場合に被災者全体の救出に支障をきたさない範囲で、  

併せてペット、愛玩具等のごく限定的なものについて実施することを禁じるものでは  

ないが、このために特別に賃金職員等を雇い上げることは認められないことなどは、  

被災者の避難のための賃金職員等の場合と全く同様である。  

（ウ）被災者の避難のための賃金職員等と同様に、災害の予防、被害拡大の防止、また、  

原則として警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の直接救出作業に関係ある官公署等に  

かかる賃金職員等についても、ここでいう被災者の救出に必要な賃金職員等には当た  

らない。  

ただし、災害の予防、被害拡大防止のため、法による救助のための賃金職員等を当  

該業務に従事させることを妨げるものではないが、費用の負担については、前述の通  

り業務時間の割合等で負担すべきである。  

カ 遺体の捜索のために必要な賃金職員等  

遺体の捜索のための必要な賃金職員等は、被災者の救出と同様に考えて差し支えない   

こと。  

キ 遺体の処理のために必要な賃金職員等  

（ア）遺体の処理のために必要な賃金職員等は、遺体の消毒、縫合、洗浄等の処置、遺体   

の発見場所から一時安置所までの輸送を行うための要員等が考えられる。  
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（イ）遺体の安置所設置のための要員等については、基準告示に定める遺体の一時保存に  

要する費用の範囲内に含まれているので、原則として、ここでいう遺体の処理のため  

に必要な賃金職員等として支出しないこと。   

ク 救援用物資の整理、配分及び輸送に必要な賃金職員等  

救援用物資とは、救援用物資の輸送で触れたように、被災者の応急救助のために直接  

使用されるあらゆる物資をいう。  

ただし、原則として、他の法令等によりその費用が措置される物資又は基準告示に定  

める各救助を実施するため支出できる費用に含まれる次に掲げる資材等は対象とはなら  

ない。   

（ア）避難所設置のための資材等   

（イ）応急仮設住宅建築のための資材等   

（ウ）住宅の応急修理のための資材等   

（ェ）埋葬のための棺、壷及び骨箱   

（オ）死体の一時保存のための資材等   

（カ）障害物の除去のための資材等  

（3）期間  

応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用が認められる期間は、原則として、それぞ   

れの救助が行われている期間内とする。  

特別な事情にあり、それぞれの救助が行われている期間を超える場合には、厚生労働省   

と連絡調整を図ること。  

（4）♯用  

応急救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実   

費とする。   

ア 応急救助のため支出できる輸送費は、輸送契約による場合の輸送費のほか、自動車等  

の輸送用機器等の借上費、燃料費、修繕費及び消耗器材費等である。   

（ア）輸送費については、輸送契約の形態及び内容によって様々な場合が考えられるが、  

概ね次により取り扱うこと。  

① 輸送業者等との契約については次の点に留意すること。  

a 狭義の運賃のほか、保管料、搬出料、人件費等が輸送費の中に含まれているこ  

とは差し支えない。  

b 危険地区への輸送であることから、割増料金等が必要となる場合には、平常時  

の料金等を参考に社会通念上許容できる適正な範囲内で契約するよう努めること。  

② 輸送業者以外の者から車両又は船舶等を借り上げる場合は次によること。  

a 官公署又はその他の公共的な団体等の有する車両、船舶等の輸送機器等の借り  

上げについては、それら団体の性格から、特別の定めがない限りは、無償で借り  

上げることを原則とするが、故障の修繕費用等については支出しても差し支えな  

い。  

b aの場合を除き、輸送業者以外の者から車両又は船舶を借り上げる場合は、輸  

送業者等との契約と異なり、通常それによる営業利潤を見込む必要はない。  

従って、原則として原価償却費等の実費に、必要に応じて運転手の人件費や燃  

料等の実費等を弁償すれば概ね足りると考えられるので、特別な事情がある場合  
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を除き輸送業者等との契約より安価になるよう留意すること。  

c bの場合、原価償却費の中に一定の修繕費等を積算した場合、通常、故障の際  

の修繕費等は必要ないと考えられるが、一般的な修繕費等の中には、特殊な故障  

は含まれていないのが通例であるため、修繕費を支払わねばならなくなる場合も  

考えられる。  

従って、契約及び借上料の積算はできる限り明確にしておく必要がある。   

（イ）輸送費については、当該都道府県及び都道府県外のいずれも対象となると考えられ  

るが、通常、物資の価格は着駅価格で、輸送費は物資の価格の中に織り込まれるのが  

一般的と考えられることから、この場合には、物資の価格と計上し、別途、輸送費と  

して計上しないこと。   

（ウ）当該都道府県以外の地区を輸送した費用については、原則として法第23条及び令  

第9条に規定する救助を行うために必要な輸送費に限られるので、真にやむを得ない  

事情にあり、その他について輸送費が必要な場合は厚生労働省と連絡調整を図ること。   

イ 輸送を行った際の通常の実費とは、災害により割引運賃が実施されている場合には、  

その運賃により、その他の場合は、特別な事情にない限り、国土交通省の許可を受けて  

いる料金によることを原則とする。   

ウ 炊出しその他による食品の給与のための輸送については、被災地までは食品販売業者  

等により行われるのが通例であり、被災地では、被災者や地域住民の相互扶助を中心に、  

地方自治体職員やボランティア等により行われるのが通常であることから、特別な輸送  

は想定していない。  

ただし、離島や孤立した集落等への空輸を行うなど、通常の手段では給与できないよ  

うな場合など、真にやむを得ない事情にあるものについては、最低限必要な輸送が認め  

られるので、厚生労働大臣に協議すること。   

エ 災害により利益を上げようとしたり、協力に応じないような者に対しては法第24条  

による従事命令により実費を弁償するなどし、適正な価格の維持に努めることも必要で  

あるが、できる限り事前の話し合いによって了解の上、協力させるように努力すること。  

（5）対象  

輸送費及び賃金職員等雇上費は、前述のとおり、原則として、法第23条及び令第9条   

に定める救助を行うため、・基準告示に定める各救助を行うため支出できる費用にこれらの   

経費が含まれていない場合に限り、対象とするものである。  

しかしながら、これらの経費が含まれている場合であっても、特別な事情があり、輸送   

費及び賃金職員等雇上費による支出を行うことができなければ、十分な救助がなし難い場   

合には、事前に厚生労働大臣に協議の上、承認を得て支出すること。  

（6）避難所への輸送  

災害のため現に被害を受け又は受けるおそれのある者に対し、人命を保護するため安全   

な場所に避難させ、必要な物資などを供給する場合には、警察、消防をはじめ、その他の   

あらゆる機関を動員してなされるものであるが、これらで十分な救助がなし難い場合に、   

必要な要員の確保及び輸送並びに被災者及び物資の運搬について、別に輸送費及び賃金職   

員等雇上費を支出できる。  

ただし、法第24条に基づき救助業務従事の命令を発した場合には、同条第5項による   

実費弁償が行われるので、ここでいう輸送費の対象とはならない。  
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（7）他制度の輸送  

法第23条及び令第9条に定める救助以外に使用された機械、器具及び資材等の輸送及   

び賃金職員等については、例え真に必要なものであって、法第23条に定める救助と同様   

の効果が期待できるものであっても、他の制度等によるものであるので、原則として、法  

による救助に必要な輸送及び賃金職員等とは認められない。  

ただし、法による救助に必要な機械、器具及び資材等として輸送したもの、また、法に  

ょる救助に必要な賃金職員等として雇い上げた者を、緊急やむを得ない場合でこれを利用  

することが効果的である場合に、これらを利用することを妨げるものではない。  

この場合、一応の救助が終了した時点において、 速やかに制度間の調整を図ることとな  

るが、原則として、当該輸送費については他の制度により費用を負担すべきであり、当該   

賃金職員等の雇上費については、原則として、法による救助業務に従事した時間と他の制  

度等による業務に従事した時間の割合で費用を負担すべきである。  

12 実♯弁償について  

（1）災害救助法施行令芽＝0条第1号から第4号までに規定する者  

ア 日当  

業務に従事させた都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事し  

た者に相当するものの給与を考慮して、各都道府県が定めること。  

イ 超過勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当  

職種毎に前記アに定める日当額を基礎とし、常勤職員との均衡を考慮して算定した額  

以内とする。  

ウ 旅費  

職種毎に前記アに定める日当額を基礎とし、常勤職員との均衡を考慮して、都道府県  

旅費支給条例において定める額以内とする。  

（2）災害救助法施行令第10条第5号から第10号までに規定する者  

業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその100分の3の額  

を加算した額以内とする。  

13 共通的な留意事項について  

（1）情報の提供  

救助の実施に当たっては、被災者等の住民に対する情報提供の重要性を勘案し、都道府   

県及び市町村は互いに協力し、被災者等に対する情報提供についてできる限り配慮するこ  

と。   

ア 都道府県又は市町村は、避難所（福祉避難所を含む。）に掲示板等の情報提供手段を確  

保するとともに、管理責任者を配置し、これらの者を通じ、被災者等の住民に対して避  

難生活に必要な情報についてできる限り提供すること。  

情報提供手段としては、掲示板等のほか、パソコン等の情報機器の設置等、できる限  

り多様かつ広範な手段を用意することが望ましい。   

イ 応急仮設住宅に集会施設を整備した場合には、掲示板又はパソコン等の情報機器の設  

置を図るなど、これらを活用した情報提供についても検討すること。   

ウ 都道府県及び市町村は、次により、広く一般の被災者等の住民に対する情報提供につ  

－ 87 －   



いても十分に配慮すること。   

（ア）市町村は、自治会組織や広報車等を活用するなどし、被災者等に対する情報提供に  

ついて十分に配慮すること。   

（イ）都道府県及び市町村は、互いに連絡調整を図り、必要に応じて地元のマスコミ等と  

連携を図るなどし、広く住民等に対する情報提供が行われるよう配慮すること。   

（ウ）都道府県及び市町村は、互いに連絡調整を図り、必要に応じ、広報紙等の発行等を  

行うなど、被災者等の住民に対して必要な情報をきめ細かに提供できるよう配慮する  

こと。 

この場合、住家のない者もいるので、配布方法等についても検討すること。   

（ェ）白市町村内に防災無線等の放送設備が配備されている場合には、これらの活用につ  

いても検討すること。   

（オ）都道府県及び市町村は、互いに連絡調整を図り、必要に応じ、パソコン等の情報提  

供機器を活用した広範な情報提供についても配慮すること。   

（カ）その他、各地方公共団体における事情に応じた創意工夫を図り、被災者等の住民に  

対して十分な情報提供が行われるよう配慮すること。   

（キ）都道府県は、市町村に対して必要な機器等の提供は勿論、情報の提供等についても  

十分に配慮し、その支援を図ること。   

エ 情報提供については、被災者のほか、救助に協力するボランティアや、被災地外の被  

災者の関係者に対しても配慮が必要である。   

オ 被災者等の情報に対する需要は時々刻々と変化するものであるから、都道府県及び市  

町村は、．互いに連絡調整を図り、これら変化する被災者等の要求に応えられるよう、情  

報の収集・管理を行い、適時適切に情報提供ができるように努める必要がある。  

（2）要員の確保  

救助の実施に当たっては、できる限りの要員を確保し、できる限り被災者からの話を聞   

きながら救助を実施するように努めること。   

ア 民生委員、各種相談員、保健婦の訪問等による積極的な需要等の把握に努めること。   

イ できる限りの要員を確保し、できる限り被災者の話を聞くことが、次の観点から重要  

であることを認識し、他の都道府＝県からの応援職員・派遣職員やボランティア等の活用  

なども検討すること。   

（ア）できる限り被災者の話を聞くことで被災者の需要を的確に把握することが可能とな  

る。   

（イ）精神的な打撃のため需要等が顕在化しない者も想定されることから、できる限り被  

災者の話を聞くように努めることが、正常なストレス反応（Normalresponse）の消失を  

図り、急性ストレス障害（Acute Stress Disorder，ASD）や心的外傷後ストレス障  

害（Post Traumatic Stress Disorder，PTSD）の未然防止にもつながるものであ  

る。   

（ウ）心的外傷後ストレス障害等への対応として、中長期的な精神保健対策の実施につい  

ても留意すること。  

（3）ボランティアの協力  

ボランティアとして被災地にいる者についても、近隣の者と解し、法25条による協力   

命令を行って差し支えない。  
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ア 協力命令は、従事命令と異なり強制力を伴うものではなく、公用令書等により実施す  

る必要はない。  

イ 都道府県知事又は都道府県知事から救助の委任を受けた市町村長の要請によりその調  

整下に行われた救助は、協力命令によってなされた救助と解して差し支えない。  

ウ ボランティア等による炊き出し、ボランティアの医師等による医療であっても、協力  

命令により行ったものは、その原材料費、器材、薬剤等については法による救助として  

支出できる。  

エ 労務提供の対価としての人件費については、炊出しその他による食品の給与において、  

ボランティア等への支給分を救助事務費で対応できないため、賃金職員等雇上費で処理  

したなどの特別な事情にあるものを除き支出できない。  

ただし、法第29粂に定める扶助金を支給しなければならない事由が生じた場合の扶  

助金は、当然、この限りでないが、この場合の取扱いに当たっては、ボランティア保険  

等との関係、他の被災者やボランティア等との均衡を考えて取り扱うこと。  

（4）応急救助の留意点  

災害救助法による救助は、災害により被災した者に対する応急的な救助であるので、次  

の点に留意する必要がある。  

ア 機器・備品等については、原則として借上費のみを対象経費とするが、借り上げるこ  

とが著しく困難なものについては、購入費等についても対象経費とできる。  

イ アの場合、これらについては、使用後に、換価処分できるものは換価処分をし、当該  

収入金額を救助に要する費用から控除することを原則とするが、社会通念上、使用済み  

のもので換価が著しく困難と判断されるものについては、換価しないで差し支えない。  

り 実際に使用されなかった機器等であっても、混乱時の実態把握が困難な時期において、  

被災者の救助に万全を期する観点から、真にやむを得ない事情にあるものについては、  

支出できる費用として認められることがある。  

川 特別基準に関する事項について  

（1）特別基準の意味   

ア 救助の程度、方法及び期間については、応急救助に必要な範囲内において、厚生労働  

大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事がこれを定めることとされている。   

イ 通常、この厚生労働大臣が定める基準を一般基準と言い、一般基準によっては救助の  

適切な実施が困難な場合に、都道府県知事が厚生労働大臣に協議して定める基準を特別  

基準と言っている。  

（ア）いわゆる通常の定型的な事業等で国の補助基準が定められ、これを超える場合に厚  

生労働大臣に協議して特別基準を設定する事業とは、いささか、その性格が異なる。   

（イ）即ち、災害は、その規模、態様、発生地域等により、その対応も大きく異なるので、  

実際の運用に当たっては、厚生労働省と連絡調整を図り、必要に応じて厚生労働大臣  

に協議し、特別基準を設定するなど、救助の万全を期する観点から、柔軟に対応する  

必要がある。   

（ウ）いわゆる基準告示に定める一般基準は、過去の経験から概ね妥当な水準は確保され  

ているものと考えられるが、その範囲内で硬直的な運用に陥らないように特に留意す  

ることが重要である。つまり、個々の災害について一般基準で対応が困難な事情があ  
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る場合には、特別基準を設定して実施することが可能であるため、その必要がある場  

合には、速やかに厚生労働省と協議し、災害現場の状況をふまえた適切な応急救助が  

実施されるよう留意すること。  

（2）特別基準の処理方法  

特別基準については、文書をもって協議することとなっているが、通常ただちに文書を   

もって協議することが困難な緊急やむを得ない場合が多いことから、そのような場合には、   

電話やファクシミリにより申請し、事後速やかに文書をもって処理することとなっている。   

ア この場合の文書番号及び日付については、本来は電話により申請した日のものとすべ  

きであるが、災害という緊急時でもあるので、その日以降の文書番号及び日付として差  

し支えない。  

ただし、この場合、原則として、申請書の記載にその旨（○牛○月○目の電話で申請  

し、○牛○月○日の電話で承認を得たものについて、文書をもって処理するものである  

こと。）を明記すること。  

なお、電話により申請した日の文書番号及び日付とする場合には、厚生労働省におい  

ても電話にて承認した日の文書番号及び日付とする必要がある場合もあることから、事  

務に遺漏をきたさぬよう、厚生労働省と連絡調整を図り、その旨の確認を行うこと。   

イ 特別基準の申請は、次により、いわゆる基準告示に定める救助の期間内に行うことを  

原則とする。   

（ア）基準告示に定める救助の期間内により難い場合  

① 基準告示に定める救助の期間内により難い理由  

② 必要とする救助期間  

③ 期間延長を必要とする市町村別救助対象数  

④ その他必要な事項   

（イ）避難所の設置、被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の季別により難い場合  

① 季別の変更を要する理由とその季別  

② 季別の変更を必要とする市町村別救助対象数  

③ その他必要な事項   

（ウ）輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲により難い場合  

（D 輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲により難い理由  

② 輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲に含める必要のある事項及びその期間  

③ その他必要な事項   

（エ）その他基準告示に定める程度、方法により難い場合  

① 基準告示に定める程度、方法により難い理由  

② 特別基準の内容  

③ その他必要な事項  
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